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(57)【要約】
【課題】手術や緊急医療中の医療従事者に大きな負担を
強いることなく、麻酔経過記録の中のバイタル情報と医
療行為（イベント情報）との対応関係を把握させること
ができる麻酔経過記録表示方法を提供すること。
【解決手段】本発明の麻酔経過記録表示方法は、（ｉ）
患者のバイタルグラフと麻酔情報とを含む麻酔経過記録
を表示し、（ｉｉ）患者に対して施している期間を有す
る医療行為の医療行為名と医療行為期間の情報とを入力
し、（ｉｉｉ）前記医療行為期間に対応する前記麻酔経
過記録の背景を医療行為名に応じた背景パターンで表示
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者のバイタルグラフと麻酔情報とを含む麻酔経過記録を表示し、
　前記患者に対して施している期間を有する医療行為の医療行為名と医療行為期間の情報
とを入力し、
　前記医療行為期間に対応する前記麻酔経過記録の背景を、前記医療行為名に応じた背景
パターンで表示する、
　麻酔経過記録表示方法。
【請求項２】
　前記患者に対して施している期間を有する医療行為は、少なくとも第１及び第２の医療
行為を含み、
　前記第１の医療行為の医療行為期間に関しては、ガント表示を行うとともに、
　前記第２の医療行為の医療行為期間に関しては、前記医療行為期間に対応する前記麻酔
経過記録の背景を、前記医療行為名に応じた背景パターンで表示する、
　請求項１に記載の麻酔経過記録表示方法。
【請求項３】
　前記第１の医療行為は、麻酔投与に関わる医療行為を含み、
　前記第２の医療行為は、手術、体位、片肺換気、気腹、タニケット、人工心肺、低体温
及びクリップに関わる医療行為のいずれか一つ以上を含む、
　請求項２に記載の麻酔経過記録表示方法。
【請求項４】
　前記医療行為名に応じた背景パターンを表示する領域は、前記バイタルグラフが表示さ
れた領域である、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の麻酔経過記録表示方法。
【請求項５】
　前記医療行為名に応じた背景パターンを表示する領域以外の領域に、前記医療行為名と
前記背景パターンとの対応関係一覧を表示する、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の麻酔経過記録表示方法。
【請求項６】
　前記対応関係一覧のうちのいずれかの前記医療行為名又は前記背景パターンがユーザー
によって指定された場合、当該指定された前記医療行為名又は前記背景パターンに対応す
る前記麻酔経過記録の背景領域を強調表示する、
　請求項５に記載の麻酔経過記録表示方法。
【請求項７】
　コンピュータに、
　患者のバイタルグラフと麻酔情報とを含む麻酔経過記録を表示する処理と、
　前記患者に対して施している期間を有する医療行為の医療行為名と医療行為期間の情報
とを入力する処理と、
　前記医療行為期間に対応する前記麻酔経過記録の背景を、前記医療行為名に応じた背景
パターンで表示する処理と、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、麻酔経過記録表示方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　手術室やＩＣＵ（Intensive Care Unit）等において麻酔を用いた医療行為を行う際に
は、一般に自動麻酔記録装置が用いられる。自動麻酔記録装置は、麻酔情報と患者のバイ
タル情報の時間的な経過を表す麻酔チャートを形成し、これを表示及び記録する。麻酔情
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報とは、例えば麻酔器の酸素流量、笑気流量及び空気流量等である。バイタル情報とは、
例えば心拍数、体温、血圧値、酸素飽和度等である。医師等の医療従事者はこの麻酔チャ
ートを見ることにより麻酔と患者の状態との関係を把握できるようになり、安全な麻酔管
理を実行できるようになる。
【０００３】
　特許文献１には、生体情報（バイタル情報）と、麻酔効果情報と、投薬情報とを、時間
軸を合わせて並べて表示することにより、医療従事者が患者の状態をより迅速かつ包括的
に把握することができる医療用表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－０８６９７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、麻酔チャートには、患者のバイタル情報とともに多数のイベント情報が表示
される。イベント情報とは、医療行為の情報である。イベント情報には、例えば上述の麻
酔情報、輸液／輸血情報、施術情報（人工心肺、片肺換気、タニケット等）等が含まれる
。バイタル情報がどのイベント情報の影響を受けているのかを的確に把握するためには、
麻酔チャートにできるだけ多くのイベント情報を表示させることが望ましい。
【０００６】
　しかしながら、麻酔チャートで表示するイベント情報を増やすほど、麻酔チャートの表
示は複雑化する。この結果、特定のイベント情報とバイタル情報との対応関係を目視にて
迅速かつ間違いなく比較するには、経験や慣れが必要になると考えられる。また経験や慣
れがある医療従事者であっても、手術や緊急医療中に、これらの対応関係を迅速かつ間違
いなく比較するのは大きな負担になると考えられる。何故なら、これらの対応関係を間違
って認識してしまうと、重大な医療事故にも繋がり兼ねないからである。
【０００７】
　本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、手術や緊急医療中の医療従事者に
大きな負担を強いることなく、麻酔経過記録の中のバイタル情報と医療行為（イベント情
報）との対応関係を把握させることができる麻酔経過記録表示方法及びプログラムを提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の麻酔経過記録表示方法の一つの態様は、
　患者のバイタルグラフと麻酔情報とを含む麻酔経過記録を表示し、
　前記患者に対して施している期間を有する医療行為の医療行為名と医療行為期間の情報
とを入力し、
　前記医療行為期間に対応する前記麻酔経過記録の背景を、前記医療行為名に応じた背景
パターンで表示する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、手術や緊急医療中の医療従事者に大きな負担を強いることなく、麻酔
経過記録中のバイタル情報と医療行為（イベント情報）との対応関係を把握させることが
できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る麻酔経過記録表示方法が適用される病院情報システムの概要を
示す図
【図２】実施の形態の麻酔チャートの例を示す図
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【図３】他の実施の形態の麻酔チャートの例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１２】
　＜システム構成＞
　図１は、本発明の実施の形態に係る麻酔チャート表示方法が適用される病院情報システ
ム（hospital information system; HIS）の概要を示す図である。図１の病院情報システ
ムは、電子カルテシステムを上位システムとして、医事会計システム、放射線システム、
中央検査システム、オーダリングシステム、物流管理システム及び急性期部門システム１
がオンライン接続されている。
【００１３】
　急性期部門システム１はデータベースサーバー１００を有する。データベースサーバー
１００は、データ交換器としてのゲートウェイサーバー１０１を介して上述の電子カルテ
システムやオーダリングシステム等の病院情報システムに含まれる他のシステムと通信可
能に接続されている。
【００１４】
　データベースサーバー１００は、手術室や、集中治療室（ＩＣＵ (Intensive Care Uni
t)）、救命救急室（ＥＲ (emergency room)）のデータを一元管理する。なお、以下では
集中治療室及び救命救急室を、集中治療室又はＩＣＵ－ＥＲと略記する。
【００１５】
　手術室には、麻酔器２００や生体情報モニター２１０が設けられており、これらが変換
モジュール２２０を介してデータベースサーバー１００にオンライン接続されている。Ｉ
ＣＵ－ＥＲには、図示しない人工呼吸器、大動脈バルーンポンプ及び生体情報モニター等
が設けられており、これらが図示しない変換モジュールを介してデータベースサーバー１
００にオンライン接続されている。
【００１６】
　データベースサーバー１００は、手術室やＩＣＵ－ＥＲに設けられた麻酔器２００、生
体情報モニター２１０、人工呼吸器（図示せず）、血液ガス分析装置（図示せず）等のデ
ータをオンラインで収集して一元管理する。また、データベースサーバー１００は、ゲー
トウェイサーバー１０１を介して電子カルテシステムやオーダリングシステム、中央検査
システム等から患者属性や各種検査データ、薬剤オーダー、手術オーダー等のデータを取
得可能となっている。さらには、急性期部門システム１からのデータを病院情報システム
に含まれる他のシステムに送信することも可能となっている。
【００１７】
　データベースサーバー１００は、術前の手術予約から、スケジューリング、術後の麻酔
記録サマリまで、周術期を一元管理できる。
【００１８】
　また、データベースサーバー１００には、手術室の端末１０３やＩＣＵ－ＥＲの端末１
０４が接続されている。端末１０３、１０４はデータベースサーバー１００からのデータ
を受け取って、麻酔チャートを作成する機能を有する。具体的には、端末１０３、１０４
は、ＲＯＭ(Read Only Memory)、ＲＡＭ(Random Access Memory)、ＣＰＵ(Central Proce
ssing Unit)等を有し、ＣＰＵがＲＯＭに保持されたプログラムを実行することにより、
麻酔チャートを形成しこれを表示する。
【００１９】
　具体的には、端末１０３、１０４は、各種オンラインデータ、入室からのプロセスイベ
ント、麻酔器情報、バイタル情報、薬剤情報、輸液情報等の情報をデータベースサーバー
１００から受け取り、この情報に基づいて麻酔チャートを形成し表示する。さらに、端末
１０３、１０４は、麻酔チャートに麻酔開始／終了等の情報を登録可能となっている。
【００２０】
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　また、端末１０３、１０４によって形成された麻酔チャートは、データベースサーバー
１００によって記録される。また、この麻酔チャートは、Ｗｅｂサーバー１０２を介して
院内又は外部の端末で参照することもできるようになっている。
【００２１】
　＜麻酔チャート＞
　次に、図２を用いて、本実施の形態により形成され表示される麻酔チャート（自動麻酔
記録と言ってもよい）について説明する。
【００２２】
　図２は、本実施の形態の麻酔チャート１０の表示例である。麻酔チャート１０は、端末
１０３、１０４によって形成され表示される。
【００２３】
　本実施の形態の麻酔チャート１０には、患者情報領域１１、麻酔器情報領域１２、バイ
タルグラフ領域１３、薬剤領域１４、輸液領域１５、機器データ領域１６、イベントアイ
コン領域１７、バランス領域１８が含まれる。また、麻酔チャート１０には、経過一覧表
示領域２０が含まれる。
【００２４】
　バイタルグラフ領域１３には、手術や処置を受けている患者のバイタルグラフが表示さ
れる。麻酔器情報領域１２、薬剤領域１４及び輸液領域１５には、ガントチャート及び数
字によって、それぞれ経時的な、麻酔器の状態、薬剤の投与状態、輸液の投与情報が表示
される。機器データ領域１６、イベントアイコン領域１７、バランス領域１８には、数字
や記号によって、それぞれ経時的な、機器データ、イベントの有無や開始／終了等、ＩＮ
／ＯＵＴバランスが表示される。経過一覧表示領域２０には、行為の開始時間及び終了時
間等が時間や文字にて表示される。
【００２５】
　これに加えて、本実施の形態の麻酔チャート１０においては、特定の医療行為の医療行
為期間に対応する麻酔チャートの背景色を、医療行為名に応じた色に色分けして表示する
ようになっている。
【００２６】
　図２の例では、特定の医療行為１～３が施されている期間の背景色が色分けして表示さ
れている。図２では便宜上、医療行為１～３が施されている期間の背景を異なる網掛け模
様で示してある。具体的には、医療行為１は例えば人工心肺であり、医療行為２は例えば
片肺換気であり、医療行為３は例えばタニケットである。つまり、本実施の形態の麻酔チ
ャート１０においては、人工心肺が行われている期間の背景色と、片肺換気が行われてい
る期間の背景色と、タニケットが行われている期間の背景色が異なる色で表示される。
【００２７】
　図２の例では、医療行為１（例えば人工心肺）は、９：０７に開始され９：５０に終了
しているので、この期間の背景色が第１の色とされる。医療行為２（例えば片肺換気）は
、９：１９に開始され１０：１９に終了しているので、この期間の背景色が第２の色とさ
れる。医療行為３（例えばタニケット）は、９：５８に開始され１０：１０に終了してい
るので、この期間の背景色が第３の色とされる。因みに、図２の例では、医療行為１及び
医療行為２に対応する背景色のみが識別可能に表示され、医療行為３に対応する背景色に
ついては識別可能に表示されていない。このように、本実施の形態では、どの医療行為の
背景色を識別可能に表示するかは、医療従事者がマウスやキーボードを用いて選択できる
ようになっている。
【００２８】
　なお、図２の例では、バイタルグラフ領域１３以外の背景色も医療行為の期間に応じて
色分けされているが、バイタルグラフ領域１３の背景色のみ医療行為の期間に応じて色分
けしてもよい。
【００２９】
　このような麻酔チャート１０の作成及び表示処理は、患者のバイタルグラフと麻酔情報
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とを含む麻酔チャートを表示することを前提とし（つまり領域１２～１８のようなバイタ
ルグラフと麻酔情報とを含む領域を作成及び表示することを前提とし）、その上で、医師
や看護師等の医療従事者によって設定された医療行為の期間の背景色を色分け表示するこ
とで実現される。
【００３０】
　実際には、医療従事者は、端末１０３、１０４の操作キーを用いて、背景色を色づけし
たい医療行為の設定や選択を行う。次に、医療従事者は、その医療行為を開始したとき及
び終了したときに、端末１０３、１０４の操作キーを用いて、医療行為を開始したこと及
び終了したことを入力する。このような操作により、端末１０３、１０４は、医療従事者
の操作によって、患者に対して施している医療行為の医療行為名と医療行為期間の情報と
が入力される。そして、端末１０３、１０４は、図２に示したように、医療行為期間に対
応する麻酔チャート１０の背景色を、医療行為名に応じた色に色分けして表示する。
【００３１】
　＜効果＞
　以上説明したように、本実施の形態によれば、（ｉ）患者のバイタルグラフと麻酔情報
とを含む麻酔チャートを表示し、（ｉｉ）患者に対して施している期間を有する医療行為
の医療行為名と医療行為期間の情報とを入力し、（ｉｉｉ）前記医療行為期間に対応する
前記麻酔チャートの背景色を医療行為名に応じた色に色分けして表示する。このようにし
たことにより、手術や緊急医療中の医療従事者に大きな負担を強いることなく、麻酔チャ
ートの中のバイタル情報と医療行為（イベント情報）との対応関係を把握させることがで
きるようになる。
【００３２】
　特に、麻酔チャートにおいては、バイタルグラフに加えて麻酔投与に関する情報やその
たの情報が表示されるので、１画面内に非常に多くの情報が表示されることとなり、非常
に複雑な表示となる。そのため、バイタルグラフと医療行為との相関関係を把握するのは
容易ではなくなるおそれがある。本実施の形態の麻酔チャートの表示方法は、このような
不都合を回避して、バイタル情報と期間を有する医療行為（イベント情報）との対応関係
を容易に把握させることができるようになる。
【００３３】
　特に、バイタルグラフが表示されるバイタルグラフ領域１３の背景色を医療行為名に応
じた色に色分けするので、バイタル情報と医療行為（イベント情報）との対応関係を明確
に把握できる。また、特に本実施の形態のような医療行為期間に応じた背景の塗りつぶし
を行うと、医療従事者は医療行為の重なった期間を明確に認識できるようになる。
【００３４】
　また、背景色を色分けして表示する領域以外の領域（例えば図２におけるバイタルグラ
フ領域１３の左端の領域）に、医療行為名と背景色との対応関係一覧（「行為凡例」）を
表示するようにしたことにより、医療従事者はどの背景色がどの医療行為に対応するのか
を容易に認識できるので、どの医療行為がどの期間に施されたのかを容易に把握できるよ
うになる。
【００３５】
　因みに、従来の麻酔チャートの表示では、例えば医師はバイタルグラフにおいて血圧が
異常に低くなっている位置（時点）を見つけるとその原因を探そうとして、その時点でど
のような医療行為がなされていたかを、バイタルグラフと、医療行為のガント表示や医療
行為記録表（経過一覧表示領域２０に表示された医療行為の開始／終了時刻）とを見比べ
るといった煩雑な作業が必要となる。一方で、本実施の形態では、バイタルグラフ上に医
療行為に対応する背景色が付けられているので、バイタルグラフと医療行為との相関関係
を一目で把握できるようになる。
【００３６】
　＜他の実施の形態＞
　上述の実施の形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎ
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ず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。す
なわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することの無い範囲で、様々
な形で実施することができる。
【００３７】
　例えば、医療従事者が複数の医療行為１～３のうちのいずれかを指定可能とし、指定さ
れた医療行為１～３の背景色を強調表示するようにしてもよい。このようにすれば、医療
従事者が着目したい医療行為とバイタルグラフとの関係をより把握し易くなる。図３を用
いて具体的に説明する。医療従事者は、端末１０３、１０４のマウス等を用いて、対応一
覧（バイタルグラフ領域１３の左端に表示されている対応一覧）のうちのいずれかの医療
行為名又は背景色にポインターを移動させて選択操作することにより、医療行為名又は背
景色を指定する。すると、端末１０３、１０４は、当該指定された医療行為名又は背景色
に対応する麻酔チャート１０の背景色を強調表示する。図３の例では、医療従事者によっ
て医療行為３が指定され、医療行為３に対応する背景色が強調表示されている。なお、強
調表示とは、例えば背景色の色を濃くする、背景色がつけられた領域を枠で囲む、輝度を
高くする等が考えられる。なお、この場合、医療行為３の背景色のみを残し、指定されな
かった医療行為１、２に対応する背景色を消すようにしてもよい。
【００３８】
　また、例えば、医療従事者がバイタルグラフに含まれる複数のバイタル情報のうちのい
ずれかを指定可能とし、指定されたバイタル情報のグラフを強調表示するようにしてもよ
い。このようにすれば、医療従事者が着目したい医療行為とバイタル情報との関係をより
把握し易くなる。例えば、医療従事者は、端末１０３、１０４のマウス等を用いて、対応
一覧（バイタルグラフ領域１３の左端に表示されている対応一覧）のうちのいずれかのバ
イタル情報にポインターを移動し選択操作することにより、バイタル情報を指定する。す
ると、端末１０３、１０４は、当該選択されたバイタル情報に対応するバイタルグラフを
強調表示する。例えば医療従事者によってＨＲ（心拍数）が指定されると、ＨＲのバイタ
ルグラフが強調表示される（例えば点滅表示される）。なお、この場合、ＨＲのバイタル
グラフのみを残し、指定されなかったバイタルグラフを消すようにしてもよい。
【００３９】
　さらに、本発明の麻酔チャート１０の表示処理では、バイタルグラフや数値データと、
背景色とを異なるレイヤーとすることで、背景色によってバイタルグラフや数値データの
視認性が低下することを抑制することが好ましい。
【００４０】
　また、２つ以上の背景色が重なる領域では、バイタルグラフや数値データの明度、彩度
、輝度を変更することで、バイタルグラフや数値データの視認性が低下することを抑制す
ることが好ましい。
【００４１】
　また、領域１２～１８のうち、医療行為期間に対応する背景色を付ける領域１２～１８
を医療従事者が選択できるようにしてもよい。つまり、領域１２～１８毎に、医療行為期
間に対応する背景色を付けるか否かを選択可能としてもよい。例えば、麻酔器情報領域１
２、バイタルグラフ領域１３及び薬剤領域１４のみの背景色を医療行為期間に応じて色付
けし、他の領域１５～１８の背景色はそのままとしてもよい。
【００４２】
　上述の実施の形態では、本発明による麻酔チャートの作成及び表示処理を、端末１０３
、１０４によって行う場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば麻酔チャー
ト１０の作成処理をデータベースサーバー１００によって行い、作成された麻酔チャート
１０の表示処理を端末１０３、１０４等で行うようにしてもよい。
【００４３】
　上述の実施の形態では、医療行為期間に対応する麻酔チャートの背景色を医療行為名に
応じて色分けして表示する場合について述べたが、本発明はこれに加えて、或いはこれに
代えて、予想される薬剤の効果期間や、禁忌期間に対応させて背景色を付けてもよい。こ
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のようにすれば、バイタルグラフと薬剤効果期間や禁忌期間との関係が一目で把握できる
ので、医師は別の何等かの処置を考えることができるようになる。
【００４４】
　上述の実施の形態では、医療行為期間に対応する麻酔チャートの背景色を、医療行為名
に応じた背景色で表示する場合について述べたが、これに限らず、要は、医療行為期間に
対応する麻酔チャートの背景を、医療行為名に応じた背景パターンで表示することにより
、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。この背景パターンの例としては、
色、模様、輝度等が考えられる。つまり、上述の実施の形態の「背景色」を「背景模様」
に読み換えて実施することもできる。
【００４５】
　上述の実施の形態では、主に手術室の麻酔チャートを形成し表示する場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、ＩＣＵ－ＥＲの経過表にも適用でき、要は、患者のバイタ
ルグラフと麻酔情報とを含む麻酔経過記録を表示する場合に広く適用可能である。つまり
、本発明は、上述の実施の形態の「麻酔チャート」を「麻酔経過記録」と読み換えて実施
の形態することもできる。
【００４６】
　上述の実施の形態による麻酔経過記録の一つの特徴は、患者に対して施している期間を
有する医療行為は、少なくとも第１及び第２の医療行為を含み、第１の医療行為の医療行
為期間に関しては、ガント表示を行うとともに、第２の医療行為の医療行為期間に関して
は、医療行為期間に対応する麻酔経過記録の背景を医療行為名に応じた背景パターンで表
示する、点にある。このようにすることで、全ての医療行為の期間をガント表示で表すの
に比較して、麻酔経過記録の表示を複雑化することなく、さらには麻酔経過記録の中のバ
イタル情報と医療行為との対応関係を分かり易く表示することができる、といったメリッ
トがある。
【００４７】
　上述の実施の形態では、第１の医療行為として、麻酔器情報領域１２、薬剤領域１４及
び輸液領域１５で示された麻酔投与行為や輸液投与行為等が例として挙げられている。ま
た、第２の医療行為として、人工心肺、片肺換気、タニケット等が例として挙げられてい
る。ここで、ガント表示する医療行為つまり第１の医療行為は麻酔投与に関する医療行為
とし、背景パターンで表示する医療行為は手術、体位、片肺換気、気腹、タニケット、人
工心肺（ポンプＯＮ／ＯＦＦ、大動脈遮断、脳分離）、低体温及びクリップに関わる医療
行為のいずれか一つ以上を含む、ようにすることが好ましい。何故なら、従来の麻酔経過
記録では一般に麻酔投与に関する医療行為の期間はガント表示されており、医療従事者は
このような表示に慣れているので、その表示は変更しない方が混乱が生じないと考えられ
るからである。ただし、本発明はこれに限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、麻酔チャートを表示する装置及び麻酔チャートを表示させるためのプログラ
ムとして有用である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　急性期部門システム
　１０　麻酔チャート
　１２　麻酔器情報領域
　１３　バイタルグラフ領域
　１４　薬剤領域
　１５　輸液領域
　１００　データベースサーバー
　１０１　ゲートウェイサーバー
　１０２　Ｗｅｂサーバー
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　１０３、１０４　端末
　２００　麻酔器
　２１０　生体情報モニター
　２２０　変換モジュール

【図１】 【図２】
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